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仙台市監査委員公告第 21 号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 242 条第１項の規定による請求につ

いて，同条第５項の規定により監査を行ったので，その結果について次のとおり

公表します。 

令和５年７月６日 

 

 

                  仙台市監査委員 舩 山 明 夫 

                     同    岩 渕 健 彦 

                     同    鎌 田 城 行 

                     同    峯 岸 進 一 

 

第１ 請求のあった日 

  令和５年５月 17日 

 

第２ 請求人 

仙台市青葉区中央四丁目３－28 朝市ビル４階 

仙台市民オンブズマン 

 

第３ 請求の内容（請求書原文のとおり） 

  第１ 請求の趣旨 

１ 仙台市は、令和４年６月 30日に職員に対して支給した期末手当及び

勤勉手当に係る源泉所得税９億 6063万 8388円の納付期限を遅延した。 

   ２ 仙台北税務署長は、同年 11 月 28 日、仙台市に対し、延滞税 145 万

2700 円及び不納付加算税 4803 万 1500 円を賦課することを決定し、仙

台市は、同年 12月 27日、延滞税 145万 2700円及び不納付加算税 4803

万 1500円の合計 4948万 4200円を仙台北税務署に納付した。その結果、

仙台市には、4948万 4200円の損害が発生している。 

   ３ 上記納付遅延が発生したのは、同年７月 11日を納付期限とする源泉

所得税に係る払出命令書の払出金額に、令和４年６月 30日に職員に対

して支給した期末手当及び勤勉手当に係る源泉所得税９億6063万8388

円が含まれなかったことによるものであり、上記払出命令書を起案し

た仙台市総務局人材育成部労務課給与係の担当職員には、民法第 709条

に基づく損害賠償責任があり、上記払出命令書を承認した仙台市総務
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局人材育成部労務課給与係長と上記払出命令書を決裁した仙台市総務

局人材育成部労務課長には、地方自治法第 243 条の２の２第１項後段

の規定による損害賠償責任がある。 

   ４ しかるに、仙台市が、担当職員、給与係長、及び労務課長に対する

4948万 4200円の損害賠償請求を怠っているのは、違法不当である。 

   ５ よって、仙台市長に対し、担当職員、給与係長、及び労務課長に対す

る損害賠償請求その他仙台市が被った損害を補填するために必要な措

置を講ずるよう勧告することを求める。 

 

第２ 請求の理由 

   １ 事実関係 

   (1) 所得税の源泉徴収 

仙台市総務局人材育成部労務課（以下「労務課」という。）は、令和４ 

年６月 30日、職員に対して期末手当及び勤勉手当を支給し、併せて、こ

れに係る所得税９億 6063 万 8388 円を源泉徴収した。源泉所得税９億

6063万 8388円（以下「本件源泉所得税」という。）の納付期限は、同年

７月 11日であった。 

   (2) 払出命令書の起案と決裁 

令和４年７月 11日を納付期限とする源泉所得税に係る払出命令書は、

仙台市総務局人材育成部労務課給与係の担当職員（以下「担当職員」と

いう。）が起案し、仙台市総務局人材育成部労務課給与係長（以下「給与

係長」という。）の承認及び仙台市総務局人材育成部労務課長（以下「労

務課長」という。）の決裁を受けたものであるが、それには、本件源泉所

得税は含まれていなかった。 

     担当職員は、給与係長の承認及び労務課長の決裁を受けた上で、会計

室会計課に払出命令書を持ち込んだ。 

   (3) 源泉所得税の納付 

令和４年７月 11日、仙台市は、本件源泉所得税が含まれない状態で、

同年７月納付分の源泉所得税を仙台北税務署に納付した。 

   (4) 納付漏れの発覚 

令和４年８月２日、担当職員は、本件源泉所得税の本来の納期限は同

年７月 11日であったことを覚知し、労務課長及び給与係長に報告した。 

担当職員は、本件源泉所得税を納付するための払出命令書を起案し、

給与係長の承認及び労務課長の決裁を受けた上で、払出命令書を会計室

会計課に持ち込んだ。 

   (5) 本件源泉所得税の納付 

令和４年８月３日、仙台市は、本件源泉所得税を納付した。 
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   (6) 延滞税及び不納付加算税の賦課決定 

令和４年 11 月 28 日、仙台北税務署長は、仙台市に対し、延滞税 145

万 2700 円及び不納付加算税 4803 万 1500 円を賦課することを決定し、

通知した。納期限は同年 12月 28日とされた。 

   (7) 予算案提出 

令和４年 12 月７日、当該延滞税及び不納付加算税の支払に要する経

費を含む補正予算案が市議会に提出された。 

   (8) 予算案可決 

令和４年 12 月 22 日、当該延滞税及び不納付加算税の支払に要する 

経費を含む補正予算案が市議会において可決された。 

   (9) 延滞税及び不納付加算税の納付 

令和４年 12 月 27 日、仙台市は、延滞税 145 万 2700 円及び不納付加

算税 4803 万 1500 円の合計 4948 万 4200 円を仙台北税務署に納付した。 

 

   ２ 労務課長の損害賠償責任 

   (1) 労務課長が地方自治法第 243条の２の２第１項後段所定の職員に該

当すること 

期末手当及び勤勉手当から源泉徴収した所得税は、歳入歳出外現金 

として取り扱われるところ、歳入歳出外現金については、会計管理者

は、普通地方公共団体の長の通知がなければ出納をすることができな

いこととされている（地方自治法施行令第 168条の７第２項）。 

したがって、源泉所得税の納付は、地方自治法第 243 条の２の２第

３号の「支出又は支払」に該当する。 

そして、労務課長は、仙台市会計規則（以下、「会計規則」という。）

第 132 条の規定により歳入歳出外現金に関する事務を取り扱い、本件

源泉所得税の払出命令においても現に決裁を行っているのであるから、

会計規則第 152 条の３にいう「直接関与した職員」に該当し、地方自

治法第 243 条の２の２第１項後段「その権限に属する事務を直接補助

する職員で普通公共団体の規則で指定したもの」に該当する。 

   (2) 労務課長には地方自治法第 243 条の２の２第１項の「重大な過失」

が認められること 

ア 地方自治法第 243 条の２の２第１項の「重大な過失」とは、著し

く注意義務を怠るということであり、具体的には、わずかの注意さ

えすれば当該事態を予測し、これを未然に防止するための措置を講

ずることができたことをいう（最高裁平成 20 年 11 月 27 日判決参

照）。 

      本件における労務課長の過失は、担当職員の作成した起案文書を
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的確にチェックすべきであったのに、払出命令書の金額と担当職員

が集計した合計額との整合性を確認しただけで、決裁をしてしまい、

結果として過誤納を招いたことにある。 

      そこで、労務課長が、わずかの注意さえすれば担当職員の作成した

起案文書の誤りに気づき、過誤納を予測し、これを未然に防止するた

めの措置を講ずることができたかどうかが問題となる。 

    イ この点、以下に述べる理由から、労務課長は、わずかの注意さえす

れば担当職員の作成した起案文書の誤りに気づき、過誤納を予測し、

これを未然に防止するための措置を講ずることができたというべき

である。 

      第１に、令和２年４月１日に労務課長に就任して、令和２年４月以

降、毎月、払出命令書を決裁してきた労務課長は、毎月の源泉所得税

額は、例年、７月以外は、概ね１億 7000万円前後であり、７月だけ

が、10億円以上の金額であること（令和４年７月 11日付払出命令書

〔事実証明書３〕、仙台市源泉徴収一覧〔事実証明書４〕）を十分に認

識していたはずである。そうだとすれば、労務課長は、総務局が説明

するとおり、担当者が集計した合計額と払出命令額が一致している

ことを確認したのであれば、その時点で、本来、10 億円以上の金額

であるべき令和４年７月の源泉徴収税額が１億 7645 万 3708 円にす

ぎず、払出命令書記載の払出金額が誤っていることに容易に気づく

ことができたはずである。それにもかかわらず、労務課長がその誤り

に気づかなかったことについては、著しい注意義務違反が認められ

るというべきである。 

      この点、総務局は、「本件の源泉所得税の納付については、（担当者

が集計した）合計額と払出命令額が一致していることを確認したも

のの、内訳の確認まではいたらなかった」と説明しているが、仮に「内

訳の確認まではいたらなかった」としても、労務課長は、払出額を確

認したのであれば、本来、10 億円以上の金額であるべき令和４年７

月の源泉徴収税額が１億 7645 万 3708 円にすぎず、払出命令書記載

の払出額に本件源泉所得税が算入されていないという重大な誤りが

あることに直ちに気づくことができたはずである。労務課長がその

ような重大な誤りに気づかなかったということは、労務課長は、内訳

どころか、払出命令書の払出額さえ確認していなかったと考えるほ

かない。 

      第２に、「令和４年６月分所得税納入状況」〔事実証明書５〕では、

「一般給与期末・勤勉」の「支払金額」が「０」とされており、また、

「令和４年６月分給与及び退職手当についての所得税徴収高計算書」
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〔事実証明書５〕でも、「期末・勤勉」の「支給額」が「０」とされ

ていることからすれば、労務課長は、「令和４年６月分所得税納入状

況」もしくは「令和４年６月分給与及び退職手当についての所得税徴

収高計算書」を一読するというわずかの注意さえすれば、払出命令書

記載の払出額に本件源泉所得税が算入されていないという重大な誤

りがあることに直ちに気付くことができたはずである。 

      この点、総務局は、「本件の源泉所得税の納付については、（担当者

が集計した）合計額と払出命令額が一致していることを確認したも

のの、内訳の確認まではいたらなかった」と説明しているが、およそ

支出命令額は担当者が集計した合計額に基づいて起案されるもので

あるから、これが一致することを確認したからといって、起案内容の

正確さが確認できるものではない以上、労務課長は、払出命令書を決

裁するにあたっては、「令和４年６月分所得税納入状況」及び「令和

４年６月分給与及び退職手当についての所得税徴収高計算書」を一

読すべきである。そして、「令和４年６月分所得税納入状況」も、「令

和４年６月分給与及び退職手当についての所得税徴収高計算書」も、

わずかＡ４版１枚の分量であり、その文字量も多いとはいえないか

ら、労務課長にそれらを一読することを求めたとしても、過大な非現

実的な業務を強いることにはならない。 

      第３に、担当職員が起案文書中の「歳入歳出外現金一覧表」〔事実

証明書７〕に記載した納付額の算定に関わる手書のメモには、７月 11

日納付額を算出するにあたり、源泉徴収所得税の「受入額」11億 2296

万 2090円から、９億 4640万 4086円を「来月納付分」として控除す

ることが記載されているのであるから、労務課長は、この納付額の算

定に関わる手書のメモを一読するというわずかの注意さえすれば、

払出命令書記載の払出額に本件源泉所得税が算入されていないとい

う重大な誤りがあることに直ちに気付くことができたはずである。 

      労務課長は、払出命令書を決裁するにあたっては、担当職員の納付

額の算定に誤りがないか否かをチェックするために、担当職員が「歳

入歳出外現金一覧表」に記載した納付額の算定に関わる手書のメモ

の内容を一読すべきである。そして、納付額の算定に関わる手書のメ

モの分量はわずかなものであり、その内容も極めて単純なものであ

るから、労務課長に納付額の算定に関わる手書のメモを一読するこ

とを求めたとしても、過大な非現実的な業務を強いることにはなら

ない。 

    ウ これに対し、仙台市監査委員公告第６号の監査結果において、監査

委員は、「本件業務については、定例的な毎月の手続きであり、実際、
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担当者間で引き継がれたマニュアル等によって、たとえ経験の浅い

職員が担当したとしても、これまでに給与に係る源泉所得税の納付

が遅延した事例もなく、毎月の決裁においても『詳細な項目について、

基本的に逐一労務課長が確認する流れとはなっていなかった』のが

実態であり、労務課においては、特別に注意を要するものとはされて

いなかったものと認められる。労務課長が、例えば前任からの引継ぎ

において特別な対応を要する業務として示されていたり、上司から

あらかじめ特別の留意点等を指示されていたり、課内の打ち合わせ

等において注意を要する業務として整理されていたりといった事情

は認められなかった。これらの状況を総合的に考慮すれば、労務課長

がわずかな注意さえすれば、本件納付遅延を予測し、これを未然に防

止することができたものということは困難であり、労務課長が著し

く注意義務を怠ったということはできない。したがって、労務課長に

重大な過失があったとまでは認められず、労務課長が本市に対し法

243 条の２の２第１項後段の規定による損害賠償責任を負うものと

いうことはできない。」と判断している。 

      しかし、「労務課においては、特別に注意を要するものとはされて

いなかった」としても、前述のとおり、およそ支出命令額は担当者が

集計した合計額に基づいて起案されるものであるから、これが一致

することを確認したからといって、起案内容の正確さが確認できる

ものではないのであるから、監査委員が指摘するような事情があっ

て、「詳細な項目について、基本的に逐一労務課長が確認する」こと

までは必要なかったとしても、労務課長は、「令和４年６月分所得税

納入状況」、「令和４年６月分給与及び退職手当についての所得税徴

収高計算書」、及び「歳入歳出外現金一覧表」に目を通すくらいのこ

とはすべきである。 

      この点、総務局は、「本件の源泉所得税の納付については、（担当者

が集計した）合計額と払出命令額が一致していることを確認したも

のの、内訳の確認まではいたらなかった」と説明しているが、およそ

支出命令額は担当者が集計した合計額に基づいて起案されるもので

あるから、これが一致することを確認したからといって、起案内容の

正確さが確認できるものではない以上、労務課長が、本件の源泉所得

税の納付については、担当者が集計した合計額と払出命令額が一致

していることを確認するだけでは、決裁権者によるチェックとして

はおよそ無意味であり、労務課長は、決裁権者として何もしていない

に等しい。 

      百歩譲って、本件源泉所得税の納付については、担当者が集計した
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合計額と払出命令額が一致することで足りるとしても、上記のとお

り、労務課長は、令和５年７月の払出命令書記載の払出額を確認しさ

えすれば、令和５年７月の払出命令書の払出額に本件源泉所得税が

含まれていないという重大な誤りがあることに直ちに気付くことが

できたはずであるから、労務課長は、著しく注意義務を怠ったといえ、

重過失があることは明らかである。 

      したがって、監査委員の上記判断は失当というほかない。 

(3) 以上のとおりであるから、労務課長は、地方自治法第 243条の２の

２第１項後段の規定による損害賠償責任を免れない。 

 

   ３ 給与係長の損害賠償責任 

(1) 給与係長が地方自治法第 243条の２の２第１項後段の「その権限に

属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定し

たもの」に該当すること 

給与係長は、源泉所得税の払出命令の専決権者である労務課長が、

出張、休暇等により不在である場合において、労務課長に代わって決

裁（代決）をする者である（仙台市事務決裁規程（平成元年仙台市訓

令第７号）第２条 14号及び 21条１項）。 

そして、給与係長は、本件源泉所得税の払出命令書の起案に承認を

与えているから、労務課長と同様、会計規則第 152 条の３にいう「直

接関与した職員」に該当し、地方自治法第 243 条の２の２第１項後段

の「その権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の

規則で指定したもの」に該当する。 

(2) 給与係長に地方自治法第 243 条の２の２第 1 項の「重大な過失」   

が認めれること 

ア 給与係長の過失は、担当職員の作成した起案文書を的確にチェッ

クすべきであったのに、払出命令書の金額と担当職員が集計した合

計額との整合性を確認しただけで承認してしまい、それが結果とし

て労務課長の決裁へとつながり、本件納付遅延を招いたことにある。 

    イ 給与係長についても、給与課長について重大な過失が認められる

のと同一の理由により、重大な過失が認められるというべきである。 

    ウ この点、仙台市監査委員公告第６号の監査結果において、監査委員

は、「労務課においては、本件業務について特別に注意を要するもの

とはされていなかった。また、給与係長についても、前任者からの引

継ぎにおいて特別な対応を要する業務として示されていたり、上司

からあらかじめ特別の留意点等を指示されていたり、課内の打ち合

わせ等において注意を要する業務として整理されていたりといった
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事情は認められてなかった。これらの状況を総合的に考慮すれば、労

務課長と同様に給与係長に重大な過失があったとまでは認められず、

給与係長が本市に対し法 243 条の２の２第１項後段の規定による損

害賠償責任を負うものということはできない。」との判断を示してい

る。 

      しかし、そのような監査委員の判断は、労務課長についての監査委

員の判断について述べたのと同様の理由から、失当である。 

(3) 以上のとおりであるから、給与係長は、地方自治法第 243条の２の

２第１項後段の規定による損害賠償責任を負う。 

 

   ４ 担当職員の損害賠償責任 

(1) 担当職員は、払出命令について専決又は代決をする権限を有してい

ないので、会計規則第 152 条の３「直接関与した職員」にあたらず、

地方自治法第法 243条の２の２第１項所定の職員には該当せず、同項

後段による損害賠償責任を負わない。 

   (2) ただし、担当職員には、本件の源泉所得税の納付遅延について、過

失があることは明らかであり、担当職員は、民法第 709条に基づく損

害賠償責任を免れないというべきである。 

      この点は、仙台市監査委員公告第６号の監査結果において、監査委

員は、「担当職員の損害賠償責任を検討するにあたっては、法第 243条

の２の２第１項後段に規定する職員である労務課長の命により行わ

れた業務に係るものである以上、同項後段において求められる責任の

程度を超えた責任を担当職員に課すことは不均衡であり、損害の公平

な分担という見地からすれば、イ及びウと同様の観点に基づいて行う

のが相当であると考えられ、担当職員の過失が重過失といえるかにつ

いて検討することが妥当であると解される。」との見解を示している。 

しかし、最高裁昭和 51年７月８日判決は、被用者の過失により不法

行為責任が成立することを前提として、信義則によりその求償の範囲

を制限したものであり、また、大阪高裁平成 25 年２月 27 日判決は、

実務担当者に過失があるとしても、当該事案における諸般の事情に照

らして、損害の賠償請求をすること自体が信義則に反し、許されない

としたものであり、いずれも判決も、不法行為責任の成立要件を重過

失としたものではない。 

      実質的に考えても、被用者に損害の賠償請求をすること自体が信義

則に反し、許されないか否かは、被用者に重過失があるか否かによっ

てのみ決することはできないし、「被用者に重過失があれば、被用者の

責任割合は 100％、被用者に重過失がなければ、被用者の責任割合は



9 

０％」とするのではなく、損害の公平な分担の見地から、当該事案に

おける諸般の事情を総合考慮して、０％から 100％の間で、被用者の

責任割合を決定するのが、事案の適切妥当な解決に資するといえる。 

       したがって、監査委員の上記見解には賛成することはできない。 

(3) 担当職員については、重過失の有無ではなく、過失の有無によっ 

て、不法行為責任の成否を決した上で、不法行為責任が成立する場合

に、仙台市が担当職員に対して不法行為に基づく損害賠償請求をする

ことが信義則に反し、許されないか否かが検討されるべきである。 

     仙台市監査委員公告第６号の監査結果において、監査委員は、「担当

職員は労務課への配属１年目であり、前任者からマニュアルの内容に

ついて必ずしも十分な引継ぎを得られなかった状況にあったことなど

も踏まえると、関係法令の理解が進まないまま、事務処理の期限に対応

するため、マニュアルに依拠して事務処理を進めていたことにはやむ

を得ない面もある」こと、「当該マニュアルには部分的に紛らわしい記

述があること、６月期末勤勉手当に係る源泉所得税の納期限が具体的

に明記されていなかったこと」という事情を指摘するが、それらの事情

は、仙台市が担当職員に対して不法行為に基づく損害賠償請求をする

ことが信義則に反し、許されないか否かの検討において考慮されるべ

きものである。 

     この点、たしかに、監査委員が指摘するような事情があったとすれば、

仙台市の対応には一定の問題があり、担当職員に全責任を負わせるこ

とは、損害の公平な分担の見地からすれば、必ずしも相当ではない。 

     しかし、他方で、監査委員が指摘するとおり、「本件業務については、

定例的な毎月の手続きであり、実際、担当者間で引き継がれたマニュア

ル等によって、たとえ経験の浅い職員が担当したとしても、これまでに

給与に係る源泉所得税の納付が遅延した事例もなく、毎月の決裁にお

いても『詳細な項目について、基本的に逐一労務課長が確認する流れと

はなっていなかった』のが実態であり、労務課においては、特別に注意

を要するものとはされていなかったものと認められる。労務課長が、例

えば前任からの引継ぎにおいて特別な対応を要する業務として示され

ていたり、上司からあらかじめ特別の留意点等を指示されていたり、課

内の打ち合わせ等において注意を要する業務として整理されていたり

といった事情は認められなかった。」とすれば、仙台市の対応等に一定

の問題があったとしても、担当職員には、払出金命令書記載の払出額に

本件源泉所得税を算入しないという誤った起案をすることを回避する

可能性が十分にあったということができる（本件業務については、定例

的な毎月の手続きであり、実際、担当者間で引き継がれたマニュアル等
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によって、たとえ経験の浅い職員が担当したとしても、これまでに給与

に係る源泉所得税の納付が遅延した事例もなかったとすれば、担当職

員は誤った起案を回避することは十分可能であり、担当職員が誤った

起案をしたことについては、著しい注意義務違反があるといえる。）。 

     したがって、損害の公平な分担の見地からすれば、仙台市が担当職員

に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることが信義則に反し、

一切許されないとすることは妥当ではなく、担当職員も一定の限度で

責任を負担すべきである。 

 

   ５ 結論 

     以上のとおり、労務課長及び給与係長は、仙台市に対し、地方自治法

第 243条の２の２第１項後段に基づく損害賠償責任を負う。また、担当

職員は、仙台市に対し、民法第 709条に基づく損害賠償責任を負う。 

     しかるに、仙台市が、労務課長、給与係長、及び担当職員に対する損

害賠償請求を怠っているのは、違法かつ不当である。 

     よって、仙台市長に対し、労務課長、給与係長、及び担当職員に対す

る損害賠償請求その他仙台市が被った損害を補填するために必要な措

置を講ずるよう勧告することを求める。 

 

〔事実を証する書面〕 

１ 仙台市監査委員公告第６号の監査結果 

２ 令和４年 12月 28日付「質問書に対する回答について」 

３ 令和４年７月 11日付払出命令書 

４ 仙台市源泉徴収一覧 

５ 令和４年６月分所得税納付状況 

６ 令和４年６月分給与及び退職手当についての所得税徴収高計算書  

７ 令和４年７月５日付歳入歳出外現金一覧表 

 

（注）事実を証する書面の内容については，この監査結果への記載を省略した。 

 

第４ 監査の実施 

  本件監査請求について，地方自治法（以下「法」という。）第 242条第５項

の規定により，次のとおり監査を実施した。 

 

１ 請求人の証拠の提出及び陳述 

  本件監査請求について，法第 242 条第７項の規定に基づき，令和５年６月

８日に証拠の提出及び陳述の機会を与えたところ，請求人は請求の趣旨の補
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足として概ね以下のような陳述を行うとともに，地方公共団体職員の当該団

体への賠償責任に関し,総務省が全国の状況を調査した結果を一覧表として

まとめた資料,仙台市が同市のホームページに掲載した「源泉所得税の徴収誤

りに係る全庁調査結果等について（最終報）」と題する資料等の新たな証拠の

提出を行った。 

   

  他の地方自治体における事例に関して，総務省の資料によれば，平成 30年

４月１日から令和３年３月 31日までの間に，期末手当及び勤勉手当に係る源

泉所得税の納付期限を徒過した事例が２件ある。愛知県豊山町の事例と京都

府京田辺市の事例であるが，いずれの事例においても，それぞれの自治体の監

査委員は職員の賠償責任を認めている。本件についても，総務局人材育成部労

務課長（以下「労務課長」という。）と総務局人材育成部労務課給与係長（以

下「給与係長」という。）については，これら二つの事案と同様，重大な過失

が認められることは明らかである。 

労務課長は，令和２年４月１日に労務課長に就任して以降，毎月払出命令

の決裁をしてきたのだから，毎月の源泉所得税額が,例年,７月以外は概ね１

億 7,000万円前後であり，７月だけが 10億円以上の金額であるということは

十分わかっていたはずであり，令和４年７月の源泉所得税額が１億 7,645 万

3,708円であることを認識したにもかかわらず，払出命令書記載の払出金額が

誤っていることに気づかなかったなどということは到底信じられない。 

請求人としては，労務課長は，実は払出命令書の金額と担当職員が集計し

た合計額との整合性すら確認していなかったのではないか，払出命令書に何

ら目を通してもいなかったのではないかとの疑念を払拭することができない。 

  給与係長についても平成 31年就任と聞き及んでおり,同様の疑念がある。 

  仙台市監査委員（以下「監査委員」という。）が令和５年２月８日付仙台市

監査委員公告第６号により公表した監査結果（以下「前回監査結果」という。）

においては,「労務課長に重大な過失があったとまでは認められず,労務課長

が本市に対し法 243 条の２の２第１項後段の規定による損害賠償責任を負う

ものということはできない」との判断がされている。しかし,労務課長及び給

与係長が令和４年７月の源泉所得税額が１億 7,645 万 3,708 円であることを

認識した以上,払出命令書記載の払出金額が誤っていることに容易に気づく

ことができたはずであるから,監査委員には,労務課長及び給与係長がどうし

てその誤りに気づくことができなかったのかについて,改めて聞き取りをす

るなどして,重過失を認めないという判断を維持できるのかについて再検討

するよう願うものである。 

仙台市の全庁調査の結果によれば，過去５年間において本件のように徴収し

た源泉所得税の納付期限を徒過した事例はない。すなわち，これまで仙台市に
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おいては，期末手当及び勤勉手当に係る源泉所得税も含めて徴収した源泉所得

税の納付期限を担当職員が誤解することはなく，また仮に担当職員が誤解した

としても，給与係長及び労務課長が承認ないし決裁において誤りを是正するな

どして，きちんと納付期限が遵守されてきたわけであるから，本件の期末手当

及び勤勉手当に係る源泉所得税についても，総務局人材育成部労務課給与係の

担当職員（以下「担当職員」という。），給与係長及び労務課長が緊張感を持っ

て職務に取り組み，わずかな注意さえすれば，いくらでも納付期限の徒過を回

避することができたといえる。この点からも担当職員，給与係長及び労務課長

には，重大な過失が認められるといえる。 

  担当職員については，前回監査結果においては,担当職員の過失が重過失と

いえる場合に限って,民法（明治 29年法律第 89号）第 709条の責任を負わせ

るとの見解が示されている。損害の公平な分担の見地から,給与係長及び労務

課長との不均衡が生じないように配慮することは必要であるが,担当職員の

責任については,重過失の有無ではなく,過失の有無によって,不法行為責任

の成否を決した上で,不法行為責任が成立する場合に,仙台市が担当職員に対

して賠償請求をすることが信義則に反し,許されないか否かが検討されるべ

きとするのが判例の立場である。請求人としては,前回監査結果において指摘

されている「担当職員は労務課への配属１年目であり,前任者からマニュアル

の内容について必ずしも十分な引継ぎを得られなかった状況にあったことな

ども踏まえると,関係法令の理解が進まないまま,事務処理の期限に対応する

ため,マニュアルに依拠して事務処理を進めていたことにはやむをえない面

もある」こと等の事情があるとしても，他方で監査委員が労務課長の重過失に

ついての検討において指摘したとおり,本件業務については，総務局人材育成

部労務課（以下「労務課」という。）において特別に注意を要するものとされ

ていなかったものと認められるというのであれば,担当職員についても一定

の責任が認められるべきであると考える。この点についても再検討を願う。 

  本件の期末手当及び勤勉手当に係る源泉所得税の納付期限の徒過は，まさ

に前回監査結果において監査委員が示した意見のとおり,「油断や注意不足」

によって引き起こされたものであり，給与係長及び労務課長の過失は重大で

ある。その結果，仙台市,ひいては仙台市民が約 5,000万円もの損害を被って

いるのに，誰も責任を取っていない。このようなことは民間会社では到底許さ

れない。民間会社の経理課長が，源泉所得税の納付期限を徒過して，会社に損

害を被らせれば，会社から民法第 709 条に基づいて損害賠償請求されること

は明らかである。 

そもそも，法 243条の２の２第１項が，予算執行職員等の責任の主観的要件

を故意又は重過失としているのは，一般原則である過失責任よりも責任を緩和

し，公務員の職務遂行に萎縮効果を生じさせないようにして，複雑困難なとこ
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ろがあるその職務の円滑な遂行を確保することにある。本件業務が，労務課に

おいては特別に注意を要するとされていなかったものであるとすれば，給与係

長と労務課長に重過失を認めて責任を肯定しても，職務遂行に萎縮効果を生じ

させるようなことはないはずであり，法 243 条の２の２第１項の趣旨に何ら

反することはない。 

二度と同じ事態を引き続き起こさないためには，再発防止策の策定も重要で

あるが，職員には,緊張感を持って職務を遂行しなければならず，「油断や注意

不足」によって損害を発生させれば厳しく責任が問われるということを自覚し

てもらうことも必要不可欠であると考える。 

監査委員には,本件の事実関係と法第 243 条の２の２第１項の趣旨に即して

前回監査結果を再検討した上での適切な判断を切望する。 

 

（注）新たな証拠の種類及び内容については，この監査結果への記載を省略した。 

 

２ 監査の対象部局 

  総務局 

 

３ 監査対象事項 

本件監査請求の趣旨等を勘案し，市長が,源泉所得税納付遅延に関与した労

務課長，給与係長及び担当職員に対し損害賠償請求をしないことが違法又は不

当なものであるかを監査対象事項とした。 

 

第５ 監査結果 

本件監査結果については，合議により，次のとおり決定した。 

本件監査請求については，請求に理由がないものと認め，これを棄却する。 

 

１ 本市による令和４年６月 30日に支給した期末手当及び勤勉手当に係る源泉

所得税の納付遅延等に関する経緯 

前回監査結果に記載のとおりである。 

 

２ 理由 

(1) 他の地方自治体における事案について 

請求人の意見陳述において，総務省の資料によれば，平成 30年４月１

日から令和３年３月 31日までの間に期末手当及び勤勉手当に係る源泉所

得税の納付期限を徒過した事例が２件あり，いずれの事例においても，そ

れぞれの自治体の監査委員は職員の賠償責任を認めている旨の指摘がなさ

れた。そのいわんとする趣旨が必ずしも明確ではないが，もとより他自治
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体での事例において職員の故意又は重過失が認められたからといって，本

件においても労務課長及び給与係長（以下「課長ら」という。）の重過失

が認められるべきであるということにはならない。 

請求人が紹介する２件のうち京都府京田辺市の事例は，同市において当

該情報は公表していないとのことであり，詳細を把握することができなか

ったものの，愛知県豊山町の事例については，監査結果につき情報の提供

を受けることができた。それによれば，同町の事例は，同町の源泉所得税

納付に係る事務処理の唯一の担当者であった会計管理者兼会計課長が，令

和２年 12月の年末調整の手続を進める中で，同年６月に支給した期末手

当及び勤勉手当に係る源泉所得税の納付手続を失念してしまっていたこと

に気づき，速やかに納付をしたものの，同町に不納付加算税及び延滞税と

して計 525,500円の支払いが求められたというものである。同町長は，同

町監査委員に対し，会計管理者が同町に損害を負わせた事実があるかどう

かを監査し，賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めた。令和３

年２月，同町監査委員は，会計管理者が納付事務を一人で担当していたこ

とについて，同人の権限と責任を考えれば，複数で処理し，問題がないか

を確認することもできたものであり，その意味で同人は「故意又は重大な

過失により」法令の規定に違反し，同町に対して 525,500円の損害賠償責

任を有するものと認める監査結果を同町長あてに通知したものである。 

同町の事例は会計管理者が納付に必要な事務処理を失念し，事務処理の

進捗をチェックする体制もなかったことによるものである一方，本件は令

和４年６月 30日に支給した期末手当及び勤勉手当（以下これらを「６月期

末勤勉手当」という。）に係る源泉所得税の納付時期は同年８月であると担

当職員が誤信したために,同年７月を期限とする源泉所得税の納付に向けて

払出命令の起案をする際,６月期末勤勉手当に係る税額を算入しないまま起

案をしてしまい，課長らが起案内容の十分なチェックを行うことができず

にそのまま決裁・承認をしてしまった結果，６月期末勤勉手当に係る源泉

所得税を本来の期限までに納付できなかったというものである。両者間に

は事務処理に関与する職員数にとどまらない違いがあり，両者は全く別異

の事案というべきである。本件の監査にあたっては，他自治体における監

査結果にかかわらず，事案に即して課長らに重過失が認められるかどうか

を慎重に検討すべきものであり，監査委員としては前回監査結果において

述べたとおり，課長らの過失は重過失であるとまでは認められないと判断

したものである。 

(2) 課長らの過失が重過失であるとまではいえないことについて 

   前回監査結果において，監査委員は，課長らに過失があったことは認めら

れるものの，総合的に状況を考慮すれば，課長らに重過失があったとまで認
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めることはできない，との判断を示した。 

このたび請求人は,前回監査結果の再検討を求め，本件請求に及んでいる

ので，補足も含め，前回監査結果に示した監査委員の判断について，改めて

説明したい。 

ア 課長らの注意義務の内容について 

  課長らの過失は，担当職員の起案内容をただ無条件に信頼するのではな

く，その内容に含まれた不適切な部分を発見し，それが認められた場合は

改めさせるなど，起案文書を的確にチェックすべき職責を有していたにも

かかわらず，それを全うできなかったというものである。それは，たとえ

ば，決裁処理を失念し，長期間にわたって溜め込んでしまったなどという，

一般的な職務怠慢とは明らかに様相を異にするものと認められる。 

イ 源泉所得税の徴収・納付等に係る事務の困難さについて 

源泉所得税の徴収は，各職員の個別の所得に応じて徴収しなければなら

ないことはもとより，毎月，各人の給料から定額を控除すればよいという

ものでもない。期末手当及び勤勉手当が支給される月もあるし，退職手当

の支給を受ける職員が発生することもある。扶養親族の異動等により，徴

収額が変更となる場合もあるし，職員の死亡退職の場合，死亡後に支給さ

れる給与は相続税の対象となるため所得税を源泉徴収しないようにする

など，各人別に，常時，必要な管理をしながら徴収事務を進めていく必要

がある。また，職員給与等からの徴収は労務課で行う一方，附属機関の委

員の報酬等からの徴収は各担当課で行うなど，徴収体制も単純ではない。

しかし，それらの納付は労務課で行うこととなっている（これらとは別に

会計室会計課で納付するものもある。）ため，労務課の担当者は，毎月，各

担当課から届く納入済通知書を確認しながら，納付すべき源泉所得税額の

集約を行っている。それらからすれば，源泉所得税の徴収・納付に関する

事務は，誰もが,極めて容易に処理できるようなものではなく，適切に事

務処理を進めるためには，業務への一定の習熟が必要なものと認められる。 

請求人は，意見陳述において，本市が実施した源泉所得税の徴収誤りに

係る全庁調査の結果を引いて，過去５年間に徴収漏れ 147件，過小徴収 44

件及び過大徴収 73 件の誤りの事例はあるが，納付期限を徒過した事例は

ないと指摘している。それ以前に市が実施をした調査によれば，納期限を

過ぎて納付した事例も相当数あることが確認されているのだが，それはさ

ておき，請求人が引用する調査結果だけでも，５年間にこれだけの件数の

誤りが現に発生していることは，源泉所得税に関する事務は極めて容易に

処理できるものではないということを示す，一つの表れのようにも思われ

る。なお，必ずしも容易な事務とはいえないことが、誤りの発生を合理化

するものでないことはいうまでもない。 
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ウ 払出命令に係る課長らの決裁・承認の実態について 

請求人は，課長らが払出命令額を確認したというのであれば，例年７月

の納付額に比較して大幅に少額であることに気づき，払出命令額が誤りで

あることに容易に気づくことができたはずであるという。 

しかし，課長らは，払出命令額は確認したものの７月納付分の額として

は少額であることには気づかなかった。課長らの側から担当職員に対し，

６月期末勤勉手当に係る税額が７月納付分に含まれているかどうかの確

認がなされることもなかった。これまでの課長らのチェックは,担当職員

の集計額と払出命令額の整合の確認にとどまり,月別の推移に着目して払

出命令額をチェックしてきたわけではないので，課長らが各月の払出額の

程度を十分に把握できていなかったとしても不自然とはいえない。 

また，請求人は，事実証明書５,６又は７を一読しさえすれば，課長らは

起案された払出命令額の重大な誤りに気づくことができたはずであると

も主張している。 

事実証明書５は，令和４年６月に納入された源泉所得税につき「一般給

与」，「報酬」，「一般給与期末・勤勉」等の種類別の内訳を示すために担当

職員が作成した一覧表であり，事実証明書６は，同月分の源泉所得税の徴

収高を「俸給・給与等」，「期末・勤勉」等の種類別に担当職員が集計し，

一覧表としてまとめたものである。請求人がいうとおり，それぞれ「一般

給与期末・勤勉」又は「期末・勤勉」の欄にはいずれも「０」と記載され，

担当職員が６月期末勤勉手当に係る源泉所得税を同月分の集計に含めて

いないことが分かる。事実証明書７は，各担当課が源泉所得税として受け

入れ，労務課において集約した金額の合計が 11 億 2,296 万 2,090 円であ

る一方，払い出す金額は１億７千余万円であることを示した資料である。

受入額と払出額の差額について，９億 4,640万 4,086円は来月納付分であ

ること等を説明した担当職員の手書きのメモが記載されている。 

これら資料は，いずれも本件起案文書に添付されたものであり，監査委

員も前回監査結果をまとめる途上で確認している。しかしながら，課長ら

は，本件決裁に際して，これら資料を確認することまではしていなかった

と認められた。 

労務課において，源泉所得税の納付のために担当者が払出命令を起案す

るのは，定例的な毎月の手続きである。当該起案における払出命令額とは，

総務局によれば市長部局，行政委員会等の職員約 13,000 名の各月の給与

に係る源泉所得税額に，還付金や退職手当等に係る税額を加減した結果と

しての集計額である。課長らが，その額の正確性を確認するためには，集

計額を構成する個々の内訳一件一件の額が正確であることを確認できれ

ば，それに越したことはないのであろうが，一件一件の額の正確性を確認



17 

するためには，課長らが，担当者が行ったのと同等の作業を繰り返すこと

となり，限られた時間内での処理は困難でもあろうし，課長らにも担当者

と同等程度に業務への習熟を求めることとなり，現実的であるとはいえな

い。 

労務課においても，いきおい担当者の事務処理に正確性が求められるよ

うになったのであろうことは想像に難くない。担当者は，一連の事務処理

を進めるためのマニュアルを準備して対応を図るようになり，それは担当

者の日々の業務上の経験や教訓を踏まえて改訂され，前任の担当者から後

任者へと引き継がれる形で継承されてきた。残念なことに，マニュアルの

改訂に課長らが関与することもなかった。 

さらに，これまでに給与に係る源泉所得税の納付が遅延した事例もなか

った（もっともそれは，いわば偶然の結果であり，担当職員の過失の背景

には組織構造的な事情が認められ,その意味では，本件のような事態は,こ

れまでにいつ起きてもおかしくない側面があったことについては後述す

る。）ことから，総務局によれば,労務課においては，担当職員は，もっぱ

ら事務引継書やマニュアルの記載に沿って，疑問等がある場合には前任者

に確認などしながら日常業務を進めており，個々の確認内容や金額の積上

げは，ある程度担当職員レベルでの作業に委ねられており，毎月の決裁に

おいても詳細な項目について，基本的に逐一労務課長が確認する流れとは

なっていなかったとのことである。総務局は，「ある程度」担当職員レベル

での作業に委ねていたというが，源泉所得税納付に係る払出命令の決裁に

関していえば，課長らは担当職員の集計した合計額が適切であることを前

提に，払出命令額がその額に合致しているかどうかを確認することが中心

となっていたというのであるから，担当者間で継承されてきたマニュアル

に基づく担当者の事務処理にほぼ全面的に依存していたといっても差し

支えない状況にあったと認められる。課長らにとって,源泉所得税納付に

係る払出命令の決裁は，特別に注意を要するものとはされていなかったの

が実態であった。 

仮に，本件決裁前に，従前の決裁・承認の実態について問題提起等があ

れば，課長らはこれまでとは異なるチェックのあり方について検討し得た

かも知れないが，前回監査結果でも述べたように，これまでに前任の課長

らからの引継ぎにおいて特別な対応を要する業務として示されていたり，

上司からあらかじめ特別の留意点等を示されていたり，課内の打ち合わせ

等において注意を要する業務として整理されていたりといった事情は認

められなかった。 

エ 課長らの過失が重過失であるとまではいえないことについて 

最高裁判所平成 20 年 11 月 27 日判決では，わずかの注意さえすれば当
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該事態を予測し，これを未然に防止するための措置を講ずることができた

かどうかという点から，著しく注意義務を怠ったといえるか否かを検討し，

判断がなされており，監査委員としても，本件について同様の観点から検

討した。 

上記のような，課長らが負っていた注意義務の内容，従前の課長らの決

裁・承認の実態，源泉所得税事務の難易度等を総合的に考慮すれば，課長

らが本件決裁・承認の際，わずかな注意さえすれば，従前のようなチェッ

クを続けていては，本件のように納付期限を徒過し，延滞税・不納付加算

税が課せられる事態が生じ得ることを予測することが可能であったとは

いえない。そして，これを未然に防止する方策を講じることができたとい

うことも困難である。そのため，監査委員としては，課長らが著しく注意

義務を怠ったということはできず，課長らに重過失があったとまでは認め

られないとの判断に至ったものである。 

 (3) 担当職員の損害賠償責任について 

  前回監査結果においては，担当職員が本市に対し，損害賠償責任を負うも

のということはできない，との監査委員の判断を示した。これに対し，請求

人は，担当職員については重過失の有無ではなく，過失の有無によって不法

行為責任の成否を決したうえで，不法行為責任が成立する場合に，仙台市が

担当職員に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることが信義則に反

し，許されないか否かが検討されるべきとし，事案に即して損害の公平な分

担の見地からすれば，担当職員も一定の限度で責任を負担すべきであると主

張する。 

   そこで，補足も含め，前回監査結果に示した監査委員の判断について，改

めて説明したい。 

  ア 担当職員の過失は重過失とは認められず,本市に対して損害賠償責任

を負うものとはいえないと考えたことについて 

    最高裁判所昭和 51年７月８日判決は，使用者は，その事業の性格，規

模，施設の状況，被用者の業務の内容，労働条件，勤務態度，加害行為の

態様，加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程

度その他諸般の事情に照らし，損害の公平な分担という見地から信義則

上相当と認められる限度において，被用者に対し損害の賠償を請求する

ことができるものと解すべきであるとし，大阪高等裁判所平成 25年２月

27 日判決は,この理は普通地方公共団体とその職員の関係にも当てはま

るとしている。 

    そこで本件について検討すると，まず，担当職員の「業務の内容」とい

う点では，上記のとおり，源泉所得税納付に係る事務処理については，も

っぱら事務引継書やマニュアルの記載に沿って，担当職員が業務を進め



19 

ており，個々の確認内容や金額の積上げは，ほぼ全面的に担当職員レベル

での作業に委ねられていたのが実態であった。課長らは法第 243 条の２

の２第１項後段に規定する職員（以下「予算執行職員」という。）に該当

し，その職務に関し，普通地方公共団体に損害を与えた場合であっても，

故意又は重過失が認められなければ賠償責任を負わないとされる一方，

担当職員は予算執行職員とは認められないから，軽過失がある場合でも

民法第 709 条に基づく責任を負うことになるのであるが，本市の事務処

理の実態からすれば，払出命令額の適切さを確保するために最も大きな

役割を果たしているのは担当職員であるといえる。予算執行職員の責任

要件を故意又は重過失が認められる場合に制限したのは，予算執行職員

がその職務を行うにあたり，委縮し，消極的となることなく，積極的にそ

の職務を遂行することができるように配慮されたことが一つの理由であ

る。仮に，本市において，担当職員の軽過失を理由に多額の損害賠償請求

を行うこととすれば，職員は源泉所得税の納付に関する事務を避けよう

としてしまうおそれがあり，ひいては担当者にほぼ委ねられている実態

にある当該事務に支障を及ぼしかねないおそれもあると認められた。 

    「労働条件」についてみれば，源泉所得税を取り扱う担当者は，その業

務の性格上，毎月，１億円を優に超える額の現金を取り扱っている。本市

の業務には様々なものがあるが，多額の現金を取り扱い，何らかの過失に

より本市に損害を与えてしまい，場合によってはその支払い能力を超え

る負担を抱えるリスクに常時曝されている職員とそうでない職員との間

に労働条件の明確な差があるとも認められなかった。 

「加害行為の態様」についてみれば，担当職員の過失は，マニュアルの

記載に一部紛らわしい記述があったこと等により,６月期末勤勉手当に

係る源泉所得税の納付月は８月であると誤解し，７月納付分に６月期末

勤勉手当に係る税額を算入せずに払出命令を起案してしまったところに

ある。しかし，担当職員は，結果として誤った内容の起案をしてしまった

とはいえ，一応,７月の納付期限に間に合うように上司の回議に付してお

り，最終的に誤った意思決定がなされてしまったのは，起案内容の誤りに

気づけなかった課長らの責任に負うところも大きいといえる。担当職員

の過失は，起案を失念していた等の一般の職務怠慢とは明らかに異なる。 

「加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度」

についてみれば，課長らは上記マニュアルの改訂にも関与していなかっ

たし，そもそも源泉所得税納付に関する事務における担当職員レベルの

作業への依存度の大きさを見れば，本件のような担当職員の過失による

起案の誤り等の事態の発生予防のために格別の配慮がなされていたとは

到底いい難い。また，通常の職員の支払能力をはるかに超える損害賠償等
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の経済的負担の分散のための何らかの措置が講じられている形跡も見ら

れなかった。 

このような事情に照らせば，監査委員としては，少なくとも予算執行

職員の責任の程度を超えた責任を担当職員に課すことは不均衡であり，

本市が担当職員に損害賠償を請求するとすれば，担当職員の過失が重過

失と認められる場合に限られるものと判断するとともに，担当職員の軽

過失を理由に本市が損害賠償を請求することは，それ自体，信義則に反し，

許されないと判断したものである。 

    そして，担当職員の過失が重過失であるとまでは認められないことに

ついては，前回監査結果に示したとおりである。 

  イ 担当職員には，誤った起案を回避できる可能性が十分にあったという

請求人の主張について 

    請求人は，「本件業務については，定例的な毎月の手続きであり，実際，

担当者間で引き継がれたマニュアル等によって，たとえ経験の浅い職員

が担当したとしても，これまでに給与に係る源泉所得税の納付が遅延し

た事例もなく，毎月の決裁においても『詳細な項目について，基本的に逐

一労務課長が確認する流れとはなっていなかった』のが実態であり，労務

課においては，特別に注意を要するものとはされていなかった」との前回

監査結果の記載を引き，そうであれば，担当職員は誤った起案を回避する

ことが十分可能であり，誤った起案をしたことについて，担当職員には著

しい注意義務違反があると主張している。 

    そのいわんとする趣旨が必ずしも明確ではないが，請求人が引用する

記載は，上記のように,課長らの決裁・承認がほぼ全面的に担当職員の作

業に依存する実態となってしまっていたことについて記載したものであ

り，担当職員が特別に注意をせずに業務を進めていたことを記載したも

のではない。担当者についていえば,前任者から後任者へと担当者間でマ

ニュアルが引き継がれ，引き継がれた後任者がそのマニュアルに基づい

て作業を進めていく中で疑問等が生じた場合には前任者に確認などしな

がら日常業務を進めることが求められていたのが実態である。 

    請求人は，これまで「たとえ経験の浅い職員が担当したとしても」，「源

泉所得税の納付が遅延した事例」はなかったことから，本件における担当

職員は，これまでの担当者が通常払っていた程度の注意義務すら怠った

のだと考えているのかも知れない。確かに，本件は担当職員がマニュアル

を誤解して作業を進めたことに端を発したものではあるが，マニュアル

には部分的に紛らわしい記載があったこと,６月期末勤勉手当に係る源

泉所得税の納期限が具体的に明記されていなかったことに加え, マニュ

アルの改訂に課長らが関与することはなく,疑問等が生じた場合には前
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任者に確認などしながら日常業務を進めることが求められていたことな

ど，労務課におけるマニュアルの管理方法や当該事務の過誤の予防など

において組織的に取り組む態勢が十分ではなかったことが認められる。

本件における担当職員の過失は,そうした組織構造的な背景事情による

ものと考えられ，課長らを含め，同様の立場に立てば，誰しも同様の誤り

を犯しかねない側面があるものと思われる。これまでの担当者に同様の

過誤がなかったことをもって，担当職員の注意が足りなかったとはいえ

ない。 

 

  したがって，前回監査結果の再検討を求める請求人の主張には理由がなく,

市長が,労務課長，給与係長及び担当職員に対し，損害賠償請求をしないこと

が違法又は不当であるとは認められない。 

 

 以上のことから，本件監査請求には理由がないものと認め，これを棄却するの

が相当と判断する。 


